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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人日本エアゾール協会（AIAJ）

及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から日本エアゾール協会自主基準規定（“エアゾール等試験検査要

領”に係る自主基準規定）を基に作成した工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があ

り，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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エアゾール等製品の試験方法 

Test methods of aerosol and aerosol-type products 

 
1 適用範囲 

この規格は，エアゾール等製品の試験方法について規定する。 

エアゾール等製品とは，エアゾール製品及びエアゾール以外製品，フルオロカーボンガス製品であるも

の。 

注記 高圧ガス保安法施行令関係告示で定めるエアゾール等製品の高圧ガス適用除外要件に該当する

か否かを確認するための試験方法である。 

警告 可燃性ガスの取扱いにおいては，試験室の大きさに応じた給気・排気設備を設け，火気の取扱

いに注意しなければならない。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その 新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS B 7505-1 アネロイド型圧力計－第 1 部：ブルドン管圧力計 

JIS B 7514 直定規 

JIS B 7547 デジタル圧力計の特性試験方法及び校正方法 

JIS B 7611-2 非自動はかり－性能要件及び試験方法－第 2 部：取引又は証明用 

JIS G 4303 ステンレス鋼棒 

JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管 

 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次による。 

なお，この規格で用いる“圧力”は，ゲージ圧力を示し，絶対圧を示す場合には圧力値の後に“（abs）”

を付記している。 

3.1 

エアゾール 

容器に充塡されている液化ガス又は液化ガスと圧縮ガスとの混合ガスの圧力によって，その容器又は他

の容器に充塡されているそのガス以外の目的物質（香料，医薬，殺虫剤など）を噴霧状，泡状，練歯磨状

などに排出する製品における当該内容物。 

3.2 

エアゾール製品 

次のいずれにも該当するもの。 


